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土佐町水道事業経営戦略 

 

団 体 名 ： 土佐町 

事 業 名 ： 簡易水道事業 

策 定 日 ： 令和 6年 3月 

計 画 期 間 ： 令和 5年度～令和 14年度 

 

１．事業概要 

（１）事業の現況 

① 給水 

供用開始年月日 昭和 32年 6月 1日 計画給水人口 3,505 人 

法適(全部・財務)・

非適の区分 
法適（一部） 

現在給水人口 3,451 人 

有収水量密度 0.171 千㎥／ha 

 

② 施設 

水 源 ■表流水，□ダム，■伏流水，□地下水，□受水，□その他 

施 設 数 
浄水場設置数 15 

管 路 延 長 138.80 千ｍ 
配水池設置数 32 

施 設 能 力 4,082 ㎥／日 施設利用率※ 37.9 ％ 

※施設利用率：（年間総配水量÷365日）÷施設能力×100 で算定 

 

③ 料金 

料金体系

の概要 

・考え方 

現⾏の料金体系は、平成 28 年 1月1日に改定した料金体系を維持しています。

また、消費税率の改定に合わせて改定しています。今後とも、健全で安定的な水道事

業の継続と住⺠負担の軽減を念頭においた経営の効率化に務めるとともに、人口減

少下において水道事業の安定経営を図るための収支バランス等を慎重に見据え、引

き続き、適正な料金体系の検討を⾏います。 

＜料金表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金改定年月日 
(消費税のみの改定は含まない ) 

平成 28年 1月 1日    

区分 基本料金 水量 料金（税抜き） 区分 基本料金 水量 料金（税抜き）
（税抜き） (立方メートル) 1立方メートルにつき （税抜き） (立方メートル) 1立方メートルにつき

一般用 660円  ～40  104円 工業用 8,590円  ～120  262円
 41～80  137円  121～140  336円
 81～120  157円  141～160  398円
 121～  189円  161～  461円

団体用 1,980円  ～50  137円 臨時用 1,980円  ～30  262円
 51～100  189円  31～60  336円
 101～150  241円  61～100  398円
 151～  294円  101～  461円

営業用 1,320円  ～50  137円 1,582円  ～30  137円
 51～100  200円  31～60  200円
 101～150  262円  61～100  262円
 151～  336円  101～  336円

浴場用 7,901円  ～120  200円 300円
 121～140  262円
 141～160  336円
 161～  398円

共用

家庭用

休止中

の場合
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課長　1名

課長補佐　1名

課長補佐

上下水道係　係長 1名

④ 組織 

本町の簡易水道事業は建設課において運営しています。 

【建設課】職員数 4名（うち兼任職員 1名） 

 

  課長  （1名） 

 課長補佐 （1名） 

 係長  （1名） 

  担当  （兼務） 

 

 

（２）これまでの主な経営健全化の取組 

本町では、平成 28年 1月1日に水道料金を改定し、給水収益の確保に努めました。 

また、令和５年度から公営企業会計に移⾏し、これまでの経営努力にとどまることなく一層の効率的

な事業推進に取り組み、持続可能な事業運営を実施していきます。 

 

（３）経営比較分析表等を活用した現状分析 

・直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公

営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）は次のとおりです。 

  

※損益勘定支弁職員
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２．将来の事業環境 

（１）給水人口の予測 

・本町の⾏政区域内人口と給水人口は、令和 4 年度までは実績値、令和 5 年度以降については次の

方法により算定しています。 

・給水人口＝⾏政区域内人口（推計値）×普及率（R4年度実績値） 

・⾏政区域内人口の推計は、「国立社会保障・人口問題研究所」による将来推計人口（平成 30 年

3月公表）と令和２年国勢調査結果及び⾏政区域内人口実績値を用いて推計しています。 

・10 年後に当たる令和 14 年度には、少子高齢化等の影響により、令和 4 年度給水人口の 85％程

度に減少、20年後に当たる令和 24年度には 70%程度まで減少する予測となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水需要の予測 

・本町の水需要（有収水量）は、令和 4年度までは実績値、令和 5年度以降については次の方法に

より算定しています。 

・有収水量(水道料金徴収の対象となった水量) 

       ＝給水人口（推計値）×直近の 1人当たりの有収水量（R4年度実績） 

・少子高齢化等の影響による給水人口の減少を受け、10 年後に当たる令和 14 年度には、給水人口

と同様に減少し、令和 4 年度の 85％程度に減少、20 年後に当たる令和 24 年度には 70%程度ま

で減少する予測となっています。 
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料金収入(百万円)

（３）料金収入の見通し 

・本町の料金収入(税抜)は、次の方法により推計しています。 

・有収水量（推計値）×供給単価（有収水量 1㎥当たりの料金収入：R5年度予算） 

・有収水量の減少を受け、このまま現⾏の水道料金を維持した場合、10 年後に当たる令和 14 年度に

は、令和 4年度の 87％程度に減少、20年後に当たる令和 24年度には 72％程度まで減少する予

測となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施設の見通し 

管路、施設・設備の老朽化が進⾏していることから、耐震対応の管路改修に向け取り組んでいるとこ

ろです。今後も計画的な管路更新を進めていくことが必要であり、施設の延命化、更新と併せ、費用と

料金収入等を考慮しながら、更新を図っていく予定です。 

 

（５）組織の見通し 

令和５年度時点において、簡易水道事業の運営にあたる職員数は 1 名（損益勘定支弁職員）

です。今後における職員数の見通しについては、現在の体制で事業運営にあたります。 

 

３．経営の基本方針 

水道は、町⺠の⽣活や事業活動を支える重要なライフラインであり、広く均等に、清浄な水を、いつい

かなる時においても、常時豊富に供給することは、町の責務といえます。本町では、地域とともに未来へつ

なぐ水道事業を確立するために、新水道ビジョンに⽰された水道の理想像「安全・強靱・持続」の視点を

もって、事業運営に取り組んでいきます。 

○水道事業を取り巻く環境の変化を踏まえ、⽣活環境の向上や⽣活様式の多様化などによる水需要

の変化に対応するとともに、中⼭間地域を含め町内における居住を促進するため、簡易水道施設の

充実と給水区域の拡張・統合などを推進し、安⼼・安全で安定した飲料水の供給を図ります。 

○原価削減に努めるとともに、財政的に持続可能な健全な運営を確保すべく、経営状況を正確に予

測した上で適正な水道料金の徴収に努めていきます。 

  

推計 実績 
R4年度 57,320千円か

ら 49,589 千円に減少 

R4 年度 57,320 千円か

ら 41,264 千円に減少 
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４．投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画（収支計画）：別紙のとおり 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

目標 

老朽化した施設および管路について合理化を踏まえた更新事業を進め、安定給

水に努めます。 

＜目標＞計画期間 R14年度末における目標 

・有収率 ：R14年度 80％以上 ←（R4年度 64.4％) 

＜考え方＞ 

・管路の経年劣化に対応するとともに、耐震化率及び有収率の向上に伴う収

益性の改善を図るためには、適切なペースで管路を更新することが重要である

ため目標として設定しました。 

・引き続き、有収率の向上を重要指標として経営に取り組むものとします。 

 

② 収支計画のうち財源についての説明 

目標 

料金収入が減少していくなかで、起債の活用や経費の削減、施設の運用の効

率化を進め、健全的な経営に努めます。 

＜目標＞ 計画期間 R14年度末における目標 

・経常収支比率：100％以上 

 (参考：R4年度 45.2％ 法非適用の収益的収支比率) 

＜考え方＞ 

財源（国庫補助金・交付金、繰入金、国庫補助金等）の積算の考え方は

次のとおりです。 

＜国庫補助金＞ 

・国庫補助対象事業の交付条件から算定 

＜他会計補助金＞ 

・国が⽰す繰出基準に基づき算定し、さらに、財政部局と協議の上、基準以外

の繰入金も一般会計から繰り入れする試算としています。 

＜企業債＞ 

・建設改良費から特定財源（国庫補助金、出資金等）を控除した額に対

し、起債を充てる予定としています。 

・新規発⾏企業債の発⾏条件は、償還期間 30 年、うち据置 5 年、元利均

等方式、利率は 2.0％以内で想定しています。 

・簡易水道事業債（起債総額の 1/2、利率 1.5％） 

・過疎対策事業債（起債総額の 1/2、利率 1.3％） 
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③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

【投資以外の経費(委託料、修繕費、動力費、人件費など)の積算の考え方】 

＜委託料に関する事項＞ 

・現⾏の委託業務形態が当面継続することを前提に、令和 6 年度予算額を元にして物価上昇

率を加味して試算しています。 

＜修繕費に関する事項＞ 

・令和 6年度予算額を元にして、物価上昇率を加味して試算しています。 

＜動力費に関する事項＞ 

・該当なし。 

＜人件費に関する事項＞ 

・令和 6年度予算額を元にして、１人当たり平均年間給与費×職員数により試算しています。 

＜その他＞ 

・令和 6年度予算額を元にして、物価上昇率を加味して試算しています。 

【収支計画の策定に当たって反映した経費削減の取組】 

・投資以外の経費について、上記により試算しており、収支計画の策定に当たって⾏った経費削

減の取り組みはありません。 

 

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

① 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等 

広域化 
水道事業の広域連携等について、「高知県水道広域化推進プラン検討

委員会」において検討していきます。 

⺠間の資金・ノウハウ

等 の活用 (PPP/PFI

等の導入等) 

⺠間活用における官⺠のリスク分担やそのことによる利害得失（リスク及び

メリット）を把握すると共に、県下における⺠間活用の動向や具体的な事例

を把握し、個別業務のアウトソーシング（検針、料金徴収事務の一部を含

む）から包括的⺠間委託の導入など段階的な実施検討を継続的に⾏いま

す。 

アセットマネジメントの
充実(施設・設備の長
寿命化等による投資
の平準化) 

計画期間中に既存施設の長寿命化計画の策定などを検討し、投資の

平準化等に取組むこととします。 

施設・設備の廃止・統

合(ダウンサイジング) 

人口動向及びそれに伴う水需要を勘案し、老朽化に伴う施設の更新の

機会を活用したダウンサイジングを検討します。 

施設・設備の合理化 

(スペックダウン) 
上記ダウンサイジングと同様です。 
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その他の取組 

水道事業の更なる効率化や維持・向上、広域化推進を図るため、DX

（デジタルトランスフォーメーション）推進に向けた取り組みを検討します。 

 スマートメーターの導入:水道メーターのデジタル化により、リアルタイムで

の使用量監視、漏水検知、遠隔読み取りなどが可能になります。これに

より、効率的な水資源管理と顧客サービスの向上が期待できます。 

 GIS（地理情報システム）の活用:上水道の配管ネットワーク、設備の

位置情報をデジタルマップ上に可視化し、効率的な管理・保守を実現

します。災害時の対応計画立案や、老朽化したインフラの改修計画の

策定にも役立ちます。 

 IoT 技術の活用:センサーを用いて水質や流量をリアルタイムで監視し、

データを集積・分析することで、水質管理の高度化や異常時の早期発

見が可能になります。また、ポンプや処理施設の運転状況の最適化にも

寄与します。 

 クラウドコンピューティングの利用:データのクラウド化により、情報の共有と

アクセスが容易になり、運営の柔軟性と効率性が向上します。また、災

害時のデータバックアップとしても機能します。 

 AI と機械学習の応用:大量のデータを分析し、需要予測や設備のメン

テナンス計画の最適化など、意思決定の高度化をサポートします。さら

に、AI を用いた顧客サービスの自動化（例えばチャットボットによる問い

合わせ対応）も可能です。 

これらの技術を取り入れることで、水道事業の運営効率化、維持・向上、

広域化推進が図られることが期待できます。 

また、水道事業の GX（グリーントランスフォーメーション）について省電力

化や人の移動を省力化することを検討します。気候変動に伴い水資源の確

保に課題が⽣じることも想定されます。限りある水資源を有効に活用するた

めの仕組みづくりや技術導入について検討していきます。 

 再⽣可能エネルギーの導入:水道施設で太陽光発電、風力発電、水

力発電などの再⽣可能エネルギーを導入し、消費電力の一部を自給

自足することで、カーボンフットプリントを減少させます。 

 エネルギー効率の高い設備への更新:ポンプや処理設備など、既存の設

備をよりエネルギー効率の高いモデルに更新します。省電力型の機器は

消費電力を減らし、CO2排出量を削減します。 

 遠隔監視・制御システムの導入:IoT 技術を活用して、水質や流量な

どの監視、設備の制御を遠隔で⾏うことができます。これにより、現場へ

の人員派遣が減少し、移動に伴う CO2排出量の削減に寄与します。 

 省エネ運転の最適化:AI や機械学習を用いて、水道のポンプ運転スケ

ジュールを最適化します。需要予測に基づく運転計画により、無駄な電

力消費を削減します。 

 デジタル化とペーパーレス化:事務作業のデジタル化により、紙の使用量

を減らし、紙製造に伴うエネルギー消費と CO2排出を削減します。 
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 グリーンビルディングの採用:水道施設の建築やリノベーションにおいて、

環境に優しい材料を使用し、自然光の活用、断熱材の利用などでエネ

ルギー効率を高めます。 

これらの取組は、「カーボンニュートラル（脱酸素）」に貢献することができ、

水道事業のコスト削減や業務効率の向上にも繋がり、持続可能な事業運

営に寄与すると考えています。 

 水道事業に係るノウハウの継承：人口減少に伴い水道事業や施設管

理のノウハウの継承が課題となっています。デジタル技術も活用しなが

ら、次世代に対する知識や経験の伝達を促進していきます。 

 

② 財源についての検討状況等 

料金 

原則として、利用料収入による運営体制が構築できるよう、引き続き、住

⺠⽣活への影響を配慮し理解を得ながら、適正かつ公平な負担となる料金

体系を検討していきます。 

企業債 
世代間負担の公平性を確保し、企業債の償還により経営が圧迫すること

のないよう、計画的な起債を実施していきます。 

繰入金 
一般会計からの繰入に過度に依存することのないよう資金繰りに努めてい

きます。 

資産の有効活用等※ 

による収入増加の取

組 

余剰施設等が発⽣した場合には、売却や貸付等、資産の有効な活用を

検討していきます。 

その他の取組 特記事項なし。 

※遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など 

 

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

 

経営戦略の事後検

証、改定等に関する

事項 

将来にわたって安定的に事業を継続していくため、PDCA（計画・実施・

検証・見直し）サイクルの考えに基づき、投資・財政計画の達成状況につい

て毎年度進捗管理を実施し、計画と実績の乖離を検証するとともに必要な

対策を講じます。 

また、料金体系の変更や⺠間活力の活用等により収支計画に大きな修

正が必要となる場合においては、見直しを実施するほか、概ね５年ごとに総

合的な検証を⾏い、さらなる現状分析や社会状況の変化などを考慮し、本

戦略の更新を⾏います。 
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8
6

9
,2

4
1

9
,2

9
6

基
本

給
ー

ー
4
,6

1
4

4
,6

5
2

4
,6

8
0

4
,7

0
8

4
,7

3
6

4
,7

6
5

4
,7

9
3

4
,8

2
2

4
,8

5
1

4
,8

8
0

収
退

職
給

付
費

ー
ー

4
6
2

4
6
6

4
6
9

4
7
2

4
7
4

4
7
7

4
8
0

4
8
3

4
8
6

4
8
9

そ
の

他
ー

ー
3
,7

1
3

3
,7

4
5

3
,7

6
8

3
,7

9
0

3
,8

1
2

3
,8

3
5

3
,8

5
8

3
,8

8
1

3
,9

0
4

3
,9

2
7

収
益

(2
)
経

費
ー

ー
5
9
,2

9
2

6
2
,0

0
9

6
1
,0

0
0

6
1
,3

6
5

6
1
,7

3
2

6
2
,1

0
2

6
2
,4

7
4

6
2
,8

4
8

6
3
,2

2
4

6
3
,6

0
3

動
力

費
ー

ー
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

的
修

繕
費

ー
ー

4
,2

5
0

4
,2

5
0

4
,2

7
6

4
,3

0
1

4
,3

2
7

4
,3

5
3

4
,3

7
9

4
,4

0
5

4
,4

3
2

4
,4

5
8

材
料

費
ー

ー
1
6
6

1
6
4

1
6
5

1
6
6

1
6
7

1
6
8

1
6
9

1
7
0

1
7
1

1
7
2

支
支

そ
の

他
ー

ー
5
4
,8

7
6

5
7
,5

9
5

5
6
,5

5
9

5
6
,8

9
8

5
7
,2

3
9

5
7
,5

8
1

5
7
,9

2
6

5
8
,2

7
3

5
8
,6

2
1

5
8
,9

7
2

(3
)
減

価
償

却
費

ー
ー

7
8
,6

6
1

7
6
,0

5
7

7
7
,8

1
7

7
9
,1

7
3

8
0
,6

5
5

8
1
,3

0
3

8
1
,9

3
3

8
1
,2

2
5

7
9
,5

2
6

7
7
,0

6
6

出
2
.

営
業

外
費

用
ー

ー
1
0
,3

9
0

9
,5

9
6

1
0
,2

9
3

1
0
,5

1
7

1
0
,8

5
7

1
0
,8

4
7

1
0
,9

7
9

1
1
,0

9
6

1
1
,2

0
7

1
1
,3

1
7

(1
)
支

払
利

息
ー

ー
7
,7

8
8

5
,5

9
6

6
,2

9
3

6
,5

1
7

6
,8

5
7

6
,8

4
7

6
,9

7
9

7
,0

9
6

7
,2

0
7

7
,3

1
7

(2
)
そ

の
他

ー
ー

2
,6

0
2

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

4
,0

0
0

支
　
出
　
計

(D
)

ー
ー

1
5
7
,1

3
2

1
5
6
,5

2
5

1
5
8
,0

2
7

1
6
0
,0

2
5

1
6
2
,2

6
6

1
6
3
,3

2
9

1
6
4
,5

1
7

1
6
4
,3

5
4

1
6
3
,1

9
9

1
6
1
,2

8
1

(E
)

ー
ー

1
2
,3

5
9

1
7
,9

4
7

1
0
,0

0
1

9
,9

9
8

1
0
,0

0
1

1
0
,0

0
1

9
,9

9
7

9
,9

9
5

1
0
,0

0
0

1
0
,0

0
4

(F
)

ー
ー

1
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

(G
)

ー
ー

2
,9

9
4

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

(H
)

ー
ー

△
 2
,9
8
4

△
 1
0

△
 1
0

△
 1
0

△
 1
0

△
 1
0

△
 1
0

△
 1
0

△
 1
0

△
 1
0

当
年
度
純
利
益
（
又
は
純
損
失
）
　
(E
)+
(H
) 

ー
ー

9
,3

7
5

1
7
,9

3
7

9
,9

9
1

9
,9

8
8

9
,9

9
1

9
,9

9
1

9
,9

8
7

9
,9

8
5

9
,9

9
0

9
,9

9
4

(I
)

ー
ー

0
9
,3

7
5

2
1
,5

0
1

2
1
,3

2
3

3
1
,1

4
0

4
1
,1

3
1

5
1
,1

2
2

6
1
,1

0
8

7
1
,0

9
3

8
1
,0

8
2

(J
)

ー
ー

2
1
4
,0

5
0

1
9
9
,2

2
9

2
0
5
,8

8
6

2
1
5
,4

1
6

2
2
5
,2

1
6

2
4
1
,2

8
6

2
5
8
,5

1
5

2
7
4
,9

8
1

2
9
1
,4

6
8

3
0
9
,2

4
0

う
ち

未
収

金
ー

ー
1
1
,2

2
3

1
1
,2

5
0

1
1
,2

5
0

1
1
,0

5
0

1
0
,8

6
0

1
0
,6

6
0

1
0
,4

6
0

1
0
,2

7
0

1
0
,0

9
0

9
,9

2
0

(K
)

ー
ー

9
6
,4

1
5

7
6
,5

7
6

7
3
,5

2
5

7
2
,6

5
0

6
2
,1

0
0

6
0
,9

4
3

6
1
,7

5
0

6
0
,0

6
6

5
5
,0

4
8

5
3
,1

1
0

う
ち
建
設
改
良
費
分

ー
ー

7
2
,0

2
6

5
1
,7

0
2

4
8
,9

7
6

4
7
,9

5
6

3
7
,2

5
2

3
5
,9

5
0

3
6
,6

0
2

3
4
,7

7
3

2
9
,6

0
0

2
7
,5

0
8

う
ち
一

時
借

入
金

ー
ー

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

う
ち

未
払

金
ー

ー
2
3
,6

4
0

2
4
,1

0
0

2
3
,7

7
0

2
3
,9

1
0

2
4
,0

6
0

2
4
,2

0
0

2
4
,3

5
0

2
4
,4

9
0

2
4
,6

4
0

2
4
,7

9
0

ー
ー

0
1
7

3
8

3
8

5
7

7
7

9
7

1
1
9

1
4
0

1
6
3

(L
)

ー
ー

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

　
(A
)-
(B
)

(M
)

ー
ー

5
8
,0

2
8

5
6
,4

2
3

5
6
,4

0
3

5
5
,4

1
7

5
4
,4

3
2

5
3
,4

4
7

5
2
,4

6
1

5
1
,4

7
6

5
0
,6

0
7

4
9
,7

3
9

ー
ー

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(N
)

ー
ー

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(O
)

ー
ー

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(P
)

ー
ー

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ー
ー

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

地
方
財
政
法
に
よ
る
資
金
不
足
の
比
率

(L
)
÷

(M
)
×

1
0
0

健
全
化
法
施
⾏
令
第

1
6
条
に
よ
り
算
定
し
た
資
金
の
不
足
額

健
全
化
法
施
⾏
規
則
第
６
条
に
規
定
す
る
解
消
可
能
資
金
不
足
額

健
全
化
法
施
⾏
令
第

1
7
条
に
よ
り
算
定
し
た
事
業
の
規
模

健
全
化
法
第

2
2
条
に
よ
り
算
定
し
た
資
金
不
足
比
率

(N
)
÷

(P
)
×

1
0
0

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益

投
資
・
財
政
計
画
（
収
支
計
画
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
度

　
区
　
　
分

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

繰
越
利
益
剰
余
金
又
は
累
積
欠
損
金

流
動

資
産

流
動

負
債

累
積

欠
損

金
比

率
(I

)
÷

{
(A

)-
(B

)}
×

1
0
0

地
方
財
政
法
施
⾏
令
第

1
5
条
第

1
項
に
よ
り
算
定
し
た
資
金
の
不
足
額
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様
式
第
2
号
（
法
適
用
企
業
・
資
本
的
収
支
）

R
3

R
4

（
単
位
：
千
円
）

前
々
年
度

前
年
度

本
年
度

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

(決
算
)

(決
算
見
込
)

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

R
1
2

R
1
3

R
1
4

1
.

－
－

9
5
,6

0
0

5
4
,6

0
0

6
3
,3

0
0

6
3
,3

0
0

3
1
,7

0
0

3
1
,7

0
0

3
1
,7

0
0

3
1
,7

0
0

3
1
,7

0
0

3
1
,7

0
0

資
－

－
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
.

－
－

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

本
3
.

－
－

4
7
,8

1
5

3
6
,0

1
3

2
5
,8

5
0

2
4
,4

9
0

2
3
,9

8
0

1
8
,6

3
0

1
7
,9

8
0

1
8
,3

0
0

1
7
,3

9
0

1
4
,8

0
0

資
4
.

－
－

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

的
5
.

－
－

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
.

－
－

3
0
,0

8
8

2
6
,6

9
9

3
3
,3

3
0

3
3
,3

3
0

1
6
,6

7
0

3
1
,6

7
0

1
6
,6

7
0

1
6
,6

7
0

1
6
,6

7
0

1
6
,6

7
0

本
収

7
.

－
－

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
.

－
－

4
1
7

1
9
,9

7
1

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

入
9
.

－
－

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

的
計

(A
)

－
－

1
7
3
,9

2
0

1
3
7
,2

8
3

1
2
2
,8

8
0

1
2
1
,5

2
0

7
2
,7

5
0

8
2
,4

0
0

6
6
,7

5
0

6
7
,0

7
0

6
6
,1

6
0

6
3
,5

7
0

(B
)

－
－

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

純
　
計
　
(A
)-
(B
)

(C
)

－
－

1
7
3
,9

2
0

1
3
7
,2

8
3

1
2
2
,8

8
0

1
2
1
,5

2
0

7
2
,7

5
0

8
2
,4

0
0

6
6
,7

5
0

6
7
,0

7
0

6
6
,1

6
0

6
3
,5

7
0

収
1
.

－
－

1
2
6
,0

4
6

1
0
5
,6

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

6
5
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

資
－

－
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

本
2
.

－
－

8
5
,6

3
0

7
2
,0

2
6

5
1
,7

0
2

4
8
,9

7
6

4
7
,9

5
6

3
7
,2

5
2

3
5
,9

5
0

3
6
,6

0
2

3
4
,7

7
3

2
9
,6

0
0

支
的

3
.

－
－

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

支
4
.

－
－

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

出
5
.

－
－

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

計
(D

)
－

－
2
1
1
,6

7
6

1
7
7
,6

2
6

1
5
1
,7

0
2

1
4
8
,9

7
6

9
7
,9

5
6

1
0
2
,2

5
2

8
5
,9

5
0

8
6
,6

0
2

8
4
,7

7
3

7
9
,6

0
0

(E
)

－
－

3
7
,7

5
6

4
0
,3

4
3

2
8
,8

2
2

2
7
,4

5
6

2
5
,2

0
6

1
9
,8

5
2

1
9
,2

0
0

1
9
,5

3
2

1
8
,6

1
3

1
6
,0

3
0

1
.

－
－

2
5
,0

7
2

2
3
,1

7
2

2
2
,5

0
3

2
0
,2

2
5

2
2
,8

1
3

1
5
,5

9
5

1
6
,2

7
5

1
6
,5

3
9

1
5
,5

0
9

1
2
,9

8
1

2
.

－
－

5
,8

1
1

1
0
,1

6
9

1
7
0

0
0

0
0

0
0

0

3
.

－
－

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
.

－
－

6
,8

7
3

7
,0

0
2

6
,1

4
9

7
,2

3
1

2
,3

9
3

4
,2

5
7

2
,9

2
6

2
,9

9
4

3
,1

0
4

3
,0

4
9

計
(F

)
－

－
3
7
,7

5
6

4
0
,3

4
3

2
8
,8

2
2

2
7
,4

5
6

2
5
,2

0
6

1
9
,8

5
2

1
9
,2

0
1

1
9
,5

3
2

1
8
,6

1
3

1
6
,0

3
0

－
－

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

－
－

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

－
－

6
2
8
,0

0
2

6
1
0
,5

7
6

6
2
2
,1

7
4

6
3
6
,4

9
8

6
2
0
,2

4
2

6
1
4
,6

9
0

6
1
0
,4

4
0

6
0
5
,5

3
8

6
0
2
,4

6
5

6
0
4
,5

6
4

○
他
会
計
繰
入
金

（
単
位
：
千
円
）

前
々
年
度

前
年
度

本
年
度

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

(決
算
)

(決
算
見
込
)

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

R
1
2

R
1
3

R
1
4

－
－

5
7
,2

5
2

6
5
,1

6
3

5
6
,3

1
0

5
8
,8

5
0

6
1
,5

9
0

6
3
,4

3
0

6
5
,4

1
0

6
6
,5

5
0

6
6
,9

7
0

6
6
,8

5
0

う
ち
基
準
内
繰
入
金

－
－

3
,8

9
4

2
,7

9
8

3
,1

4
7

3
,2

5
9

3
,4

2
8

3
,4

2
4

3
,4

9
0

3
,5

4
8

3
,6

0
4

3
,6

5
8

う
ち
基
準
外
繰
入
金

－
－

5
3
,3

5
8

6
2
,3

6
5

5
3
,1

6
3

5
5
,5

9
1

5
8
,1

6
1

6
0
,0

0
6

6
1
,9

2
0

6
3
,0

0
2

6
3
,3

6
6

6
3
,1

9
1

－
－

4
7
,8

1
5

2
5
,8

5
0

2
4
,4

9
0

2
3
,9

8
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布設年月日 昭和 32 年 6 月 １ 日

給水人口 3,406人

計算期間 自 ： 令 和 5 年 ４ 月

至 ： 令 和 14年 ３月

（10年間）

現⾏料金算定期間(開始) 令和  5年度

現⾏料金算定期間(終了) 令和14年度

最近１箇年間

の実績（R5年度予算）

投資・財政計画

計上額（Ａ）

公費負担分

（Ｂ）

料金対象収支

（Ａ）－（Ｂ）

57,788 53,684 53,684

0 0 0

240 159 0 159

58,028 53,843 0 53,843

最近１箇年間

の実績（R5年度予算）

投資・財政計画

計上額（Ａ）

公費負担分

（Ｂ）

料金対象収支

（Ａ）－（Ｂ）

人 基 本 給 4,614 4,750 0 4,750

営 件 退 職 給 付 費 462 476 0 476

業 費 そ の 他 3,713 3,823 0 3,823

費 動 力 費 0 0 0 0

用 経 修 繕 費 4,250 4,343 0 4,343

費 材 料 費 166 168 0 168

そ の 他 54,876 57,454 0 57,454

78,661 79,342 0 79,342

7,788 6,850 3,425 3,425

2,602 3,860 0 3,860

157,132 161,066 3,425 157,641

料金算定期間(開始) 料金算定期間(終了) 料金算定期間 資産維持費率※

償却資産(期首残高) 償却資産(期末残高) 償却資産(平均残高)

1,415,349 768,783 1,092,066 3%

※資産維持費＝料金算定期間の平均償却資産残高×資産維持費率 32,762

　(営業及び営業外費用)+(資産維持費) 190,403

料金収入／(料金対象経費+資産維持費) ：　(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.28

＜料金水準についての説明＞

現⾏の料金体系は、平成28年1月1日に改定した料金体系を維持しています。また、消費税率の改定に合わせて改定しています。今後とも、健全で安定的

な水道事業の継続と住⺠負担の軽減を念頭においた経営の効率化に務めるとともに、人口減少下において水道事業の安定経営を図るための収支バランス

等を慎重に見据え、引き続き、適正な料金体系の検討を⾏います。

１投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。

２起債償還額が減価償却額を超えるときは，当分の間，その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。

３資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、使用者負担の期間的公平等を

確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算

定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「水道料金算定要領」（公益社団法人日本水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応

じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

資 産 維 持 費 （ Z ）

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

営業

外費

用

支 払 利 息

そ の 他

合 計 (Y)

減 価 償 却 費

原価計算表

収入の部

項 目

金額（千円）

料 金 (X)

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他

合 計

支出の部

項 目

金額（千円）

 

 

 

 

 


